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庖斉

克

元
史
食
貨
志
に
見
は
れ
れ
る
貨
幣
思
想

穂

積

文

雄

己
れ
は
元
史
食
貨
志
忙
見
は
れ
た
る
貨
幣
思
惣
を
窺
は
う
と
す
る
さ
さ
や
か
た
る
試
で
あ
る
。
一
正
白
貨
幣
は
紗
、
す
左
は
ち
紙
幣

を
主
と
す
る
か
ら
、
を
の
一
貨
幣
思
想
は
大
腿
そ
の
上
に
成
り
立
つ
が
、
然
し
古
来
の
鏡
、
す
友
は
ち
銭
貨
か
ら
全
〈
脱
却
す
る
己
と

は
容
易
で
は
友
い
の
で
、
そ
の
上
に
成
り
立
つ
貨
幣
思
想
も
見
ら
れ
、
従
て
ま
た
銭
と
紗
の
闘
係
の
上
に
成
り
立
つ
貨
幣
思
想
も
問

題
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
、
元
史
食
貨
士
山
を
鰭
〈
と
、
モ
と
に
見
は
れ
た
る
貨
幣
思
想
は
そ
う
言
ふ
ふ
う
に
ま
と
め

て
う
か
が
ふ
の
が
是
趨
営
で
あ
る
土
う
に
私
に
は
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
私
は
そ
う
言
ふ
ふ
う
に
ま
と
め
て
う
か
が
ふ
と
と
に
す
る
。

元
史
食
貨
士
山
は
元
の
紗
に
就
い
で
「
一
冗
初
倣
唐
宋
金
之
法
。
有
行
用
紗
。
共
制
無
文
籍
可
致
。
』
と
遁
ぺ
た
る
後
、
『
世
組
中
統
元

年
始
也
交
紗
』
と
誌
る
す
。

然
ら
ば
モ
の
交
紗
は
如
何
な
る
も
の
か
と
云
へ
ば
、
『
以
赫
矯
本
。
毎
銀
丘
十
雨
。
易
紙
紗
一
千
雨
。

i

元
史
定
貸
志
に
見
は
札
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
巻

jむ

第

腕

五



元
史
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
司
会
貨
幣
思
想

= 

O 

第
三
櫨

五
回

婦
五
十
一
巻

諸
物
之
直
。

そ
し
て
わ
れ

b
れ
は
そ
れ
に
於
て
紙
幣
の
基
礎
配
人
白
生
活
白
必
需
品
に
置
〈
己
と
に
於
て
e

並
従
綿
例
。
』
と
あ
る
。

第
一
次
欧
洲
大
戦
後
濁
逸
の
混
飢
せ
る
貨
幣
制
度
を
救
済
せ
る
か
の
レ
V

テ
V

7

ル
ク
と
そ
の
根
本
思
想
を
同
じ
〈
ず
る
己
止
を
認

的
ざ
る
を
得
取
。
も
っ
と
も
紗
は
屑
の
飛
銭
忙
始
ま
る
と
日
は
れ
、
そ
し
て
唐
の
飛
銭
は
茶
忙
か
か
は
り
の
あ
る
と
と
を
知
ら
ば
或

は
別
に
驚
〈
に
は
あ
た
ら
ね
か
も
知
れ
由
。
然
し
在
が
ら
、
締
紗
の
起
原
を
求
め
て
、
元
史
、
何
貧
停
に
一
掃
値
兵
火
後
。
物
質
不

通
。
賞
以
総
数
。
印
置
合
子
。
槽
行
一
方
。
民
獲
貿
遮
之
利
』
と
あ
る
を
積
む
と
き
は
、

b
れ
わ
れ
は
赫
紗
と
レ
シ
テ
ン
マ
ル
ク
の

近
似
を
忠
弘
、
何
賓
と
す
ヤ
ハ
ト
白
思
想
。
相
似
を
感
ぜ
ぎ
る
を
得
ぬ
も
の
が
注
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

そ
の
後
元
代
に
於
け
る
紗
を
見
る
と
、
食
貨
志
に
よ
れ
ば
党
づ

1
1定
年
担
月
。
又
治
中
統
元
寅
紗
。
其
丈
以
十
計
者
問
。
同
一
十

文
二
十
文
三
十
文
五
十
女
。
以
百
計
者
三
。

日
一
首
文
二
百
丈
五
百
文
。

柄
。
雨
買
同
白
銀
一
一
問
。
」
冒
と
あ
る
が
、
『
↓
克
賓
交
紗
。

行
之
既
久
。

物
重
紗
軽

1-

〈
な

2日

『貫
三丈

四貫
年丈。.，ロ
途毎
改一
治貫
至同
元交
紗紗

以
賞
計
者
二
。

自
二
買
五
五
文
。
凡
十
有
一
等
。
興
中
統
紗
遁
行
。
毎
一
貫
丈
首
中
統
紗
五
貰
文
ロ
』
と
た
り
、
武
宗
の
至
犬
二
年
、
ま
た
『
物
電
紗

頼
。
』
を
以
て
、
「
改
造
玉
大
銀
紗
。
自
二
一
嗣
至
二
輩
。
定
矯
一
十
三
等
。
毎
一
雨
準
至
疋
紗
五
賞
。
白
銀
一
一
隅
。
赤
金
一
銭
。
』
と
友

し
、
か
〈
て
元
史
食
貨
志
の
撰
者
は
、
「
元
之
妙
法
。
至
是
董
三
費
実
。
大
抵
至
定
軌
跡
五
倍
於
中
統
。
至
大
紗
又
五
倍
於
至
元
。
』
と

平
昌
っ
て
ゐ
る
。

い
ま
と
れ
ら
の
帥
酬
を
み
る
に
、
充
史
食
貨
志
民
主
れ
ば
、
『
元
之
交
紗
一
費
紗
。
雌
皆
以
銭
再
励
文
。
而
錨
則
弗
之
昌
明
也
。
』
と
あ
る
白

で
あ
る
か
ら
、
己
れ
ら
の
紗
は
貨
は
不
換
紙
幣
で
あ
り
、
そ
の
貨
幣
制
度
は
そ
の
限
り
K
於
て
は
紙
幣
本
位
制
に
属
す
る
と
せ
伝
ば

な
ら
ね
。
そ
し
て
私
は
、
貨
幣
が
そ
の
木
質
た
る
交
換
D
媒
介
者
に
そ
れ
自
ら
を
純
化
す
る
と
き
は
、
そ
れ
は
や
が
て
そ
の
素
材
債

元虫、巻ー百五十、列博、第三..1七‘伊I貸。
巾続元年。
至元二十四年。
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値
の
束
縛
止
り
解
放
せ
ち
れ
て
紙
幣
に
昇
化
ず
る
遁
程
を
た

E
る
も
の
と
見
る
も
の
で
あ
り
、
従
て
貸
幣
は
祇
幣
K
於
て
最
純
粋
在

自
己
主
見
出
ナ
は
や
で
あ
る
と
信
宇
る
故
に
、
そ
Z
K
私
は
偉
大
た
る
貨
幣
思
想
の
存
在
を
想
は
ざ
る
を
得
ね
。

然
し
な
が
ち
、
上
掲
の
如
〈
、
一
冗
の
紗
が
三
大
慶
濯
を
経
た
の
は
紗
が
、
『
行
之
既
久
。
物
重
紗
軽
』
〈
た
っ
た
矯
に
、
上
り
慣
値

の
高
い
新
紗
を
『
改
造
』
り
て
と
れ
を
赦
済
せ
ん
と
し
た
が
故
に
外
な
ら
ぬ
己
と
は
元
史
食
貨
志
自
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
と
と
は
何
を
意
味
す
る
か
、
そ
O
背
後
に
如
何
左
る
思
想
が
ひ
そ
む
か
と
逗
求
ず
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
己
に
極
め
て
貧
蔚
左
る

貨
幣
思
想
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
ね
E
と
に
大
な
る
失
墜
を
感
ぜ
ぎ
る
を
体
ぬ
。

蓋
し
、
『
物
重
紗
軽
』
D
弊
を
医
救
ぜ
ん
と
す
る
た
ら
ば
、
先
づ
そ
の
原
因
を
究
明
し
て
そ
白
除
去
に
進
む
ペ
舎
で
あ
る
。
然
る
に

そ
白

E
と
を
せ
・
干
し
て
紗
白
慎
値
が
下
落
し
た
か
ら
と
言
つ

τ直
に
債
値
高
い
紗
に
改
造
す
る
と
言
ふ
の
は
徐
り
に
も
イ
ー
ジ
ー
ゴ

ー
イ
ン
グ
訟
や
り
方
と
言
は
ね
ば
友
ら
ぬ
。
そ
れ
も
そ
れ
に
よ
り
て
解
決
が
つ
〈
在
ら
ば
ま
だ
し
も
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
源
を
濁
れ

る
主
ま
に
し
て
末
の
澄
む
の
を
求
む
る
が
如
き
も
白
で
、
何
時
ま
で
も
解
決
は
つ
か
ね
は
や
で
あ
る
に
於
で
は
、
思
想
の
貧
困
と
評

さ
れ
て
も
仕
方
が
あ
る
士
い
。

i

息
ふ

ι、
E
の
揚
合
「
物
重
紗
軽
」
の
原
因
は
、
信
用
の
不
足
に
あ
る
か
と
言
へ
ば
、
信
用
白
不
足
は
、
普
通
紙
幣
賛
行
者
た
る

政
府
に
封
ず
る
不
信
用
か
、
叉
は
モ
の
先
換
能
力
に
劃
す
る
不
信
用
で
あ
る
は
や
で
あ
る
が
、
若
し
そ
れ
が
政
府
に
針
す
る
不
信
用

で
あ
る
左
ら
ぽ
償
値
目
下
落
せ
る
蓄
紗
民
代
へ
る
に
債
値
高
き
新
紗
を
以
て
す
る
と
と
は
無
意
味
で
一
た
け
れ
ば
た
ち
ゃ
、
ま
た
若

し
、
そ
れ
が
、
先
換
能
力
に
劃
す
る
不
信
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
紙
幣
本
位
の
下
に
於
て
は
そ
の
己
k
は
意
味
が
友
い
己
と
と
言
は

ね
ぽ
友
ら
ぬ
。
だ
か
ら
こ
の
揚
合
紗
白
債
値
下
落
の
原
因
と
し
て
信
用
不
足
を
あ
げ
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
と
思
品
。
事
寛
、
元
史
食

元
史
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
審

= 

→ 

第

擁
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元
氏
食
賀
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
巷

主主

第
三
競

五
六

貨
志
に
、
『
未
及
期
年
。
仁
宗
師
位
。
以
倍
数
太
多
。
較
重
失
宜
。

途
有
罷
銀
紗
之
詔
。

而
中
統
至
元
一
一
紗
。
終
一
花
之
世
。
荒
常
行

露
。
」
と
あ
り
、
ま
た
、
『
仁
宗
復
下
詔
。
以
鼓
銭
弗
給
。
新
蓄
費
用
。
共
弊
滋
茜
。
輿
銀
紗
皆
陵
不
行
。
所
立
院
監
亦
皆
罷
草
。
而

専
用
至
元
中
統
紗
一
百
」
と
あ
る
通
h
y
、
奮
紗
の
方
が
却
て
よ
〈
行
は
れ
℃
ゐ
る
こ
と
は
そ
れ
を
詮
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
。

『
物
重
紗
軽
』
の
原
因
が
信
用
の
快
如
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
恐
ら
く
、
そ
の
流
通
量
の
増
大
か
、
或
は
財
貨
の
且
P
一
の
減
少
か

叉
は
そ
れ
ら
雨
者
の
競
合
か
で
あ
る
、
と
解
せ
ら
れ
る
が
普
辿
で
あ
る
。
従
て
そ
の
針
策
は
、
紙
幣
流
通
量
の
統
制
、
所
謂
通
貨
統

制
乃
至
生
産
力
の
損
充
叉
は
そ
の
雨
者
で
託
け
れ
ば
友
ち
ぬ
と
忠
は
れ
る
。
然
か
る
に
そ
の
己
と
た
〈
し
て
、
た
い
お
間
早
に
奮
紗
の
債

値
が
下
落
し
た
か
ら
、
土
り
債
値
の
高
い
新
紗
に
『
改
浩
』
す
る
と
云
ム
考
へ
方
主
見
る
時
、
貨
幣
思
想
の
貧
困
を
慨
せ
ぎ
る
を
得

由
。
特
に
先
秦
時
代
の
昔
よ
り
貨
幣
数
量
設
が
見
出
さ
れ
る
と
と
を
思
ム
時
一
居
然
り
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
に
劃
し
て
は
、
一
克
の
世
と
も
か
く
も
紙
幣
本
位
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
紗
の
濫
裂
が
無
か
っ
た
か
ら
で
、
殊
に
後
忙
引

〈
ご
と
ぐ
、
武
藤
等
白
紗
が
、
『
民
間
流
縛
者
少
。
備
紗
溢
多
o
」
己
と
を
指
摘
し
て
幣
制
改
革
を
唱
へ
た
己
と
は
そ
れ
を
読
し
で
徐

り
あ
り
と
云
ム
ペ
〈
、
毛
う
考
へ
て
韻
め
ば
、
『
紗
軽
」
と
記
す
る
揚
合
に
は
、
「
紗
愈
多
而
軽
」
と
あ
る
が
普
通
で
あ
る
の
に
、
己

の
揚
合
に
は
、
『
行
之
既
久
。
物
重
紗
加
盟
』
と
し
又
は
翠
に
『
物
重
紗
腕
』
ム
」
あ
り
、
『
紗
多
而
軽
』
と
云
ム
意
味
の
語
の
見
ら
れ
ね

と
と
に
も
意
味
が
あ
る
工
う
に
思
は
れ
る
。
そ
う
す
る
と
「
紗
軽
』
の
原
因
は
少

t
と
も
『
行
之
既
久
』
で
左
け
れ
ば
な
ら
血
が
、

今
流
通
量
の
増
大
以
外
忙
『
行
之
既
久
』
が
、
何
故
紗
の
債
値
の
下
落
の
原
凶
在
り
や
は
解
す
る
に
苦
し
む
と
と
ろ
で
、
後
に
引
〈

呂
思
誠
の
、
『
至
元
紗
猶
故
戚
也
。
家
之
宣
稚
皆
識
之
実
。
交
紗
猶
新
戚
也
。

雄
不
敢
一
小
親
。
人
未
識
也
。
共
偏
反
滋
多
爾
。
』
左
一
式

へ
る

E
認
め
は
一
一
居
総
和
ら
ぎ
る

E
待
血
。
そ
う
す
る
と
『
紗
軽
』
の
民
幽
は
一
健
こ
れ
を
ど
こ
に
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
あ
る



ひ
は
流
通
経
済
が
後
退
し
た
か
ら
交
旗
手
段
に
劃
す
る
欲
求
が
減
退
し
、
従
て
純
乎
ー
と
し
て
純
た
不
換
紙
幣
た

E
そ
の
債
値
は
財
貨

と
比
較
し
大
忙
劣
る
と
で
も
餅
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
然
か
し
か
〈
解
す
る
と
と
に
上
り
て
先
の
貨
幣
数
景
設
に
上
る
説
明
を
否
定

し
た
と
L
た
正
己
ろ
で
、
そ
の
己
と
か
ら
『
物
重
紗
斡
」
に
劃
す
る
政
策
を
直
に
償
値
高
舎
新
紗
の
議
行
K
求
む
る
乙
と
の
貨
幣
息

想
的
貧
困
性
が
解
消
す
る
と
と
に
た
ら
ぬ
己
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
況
や
、

『
行
之
既
久
』
は
成
程
語
そ
の
も
の
に
於
て
は
紗
の

数
量
白
増
加
を
意
味
せ
ぬ
が
、
然
し
長
い
こ
と
行
へ
ば
結
局
数
量
は
増
大
す
る
と
考
へ
ぎ
る
を
得
ね
し
、
又
、
武
牒
は
、
恥
却
の
流
通

量
が
小
で
あ
る
貼
を
非
な
り
と
し
て
幣
制
改
革
を
唱
へ
た
に
は
相
違
左
い
が
‘
そ
れ
は
十
っ
と
後
の
と
と
で
そ
れ
は
、
武
威
自
ら
一
百

ふ
が
し
と
〈
、
「
北
年
以
来
。

『
妙
法
疏
通
。
尺
受
共
利
。
』
る

失
組
宗
一
花
行
紗
法
本
意
。
不
興
特
援
。
』
る
か
ら
で
、
以
前
に
於
て
は
、

と
と
を
認
め
て
居
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
一
花
史
食
貨
士
山
に
記
載
せ
ら
れ
て
居
ら
砲
が
、
一
万
史
の
耶
律
楚
材
偉
に
見
え
て
属
り
、
相
制

惑
の
新
一
冗
史
の
食
貨
志
や
刊
欽
定
統
文
献
通
考
に
山
町
則
せ
ら
れ
て
居
る
、
『
有
子
元
者
。
奏
行
交
紗
。

楚
材
日
。

金
章
宗
時
。
初
行

交
紗
。
輿
銭
通
行
。
有
司
以
出
紗
錫
利
。
牧
紗
矯
誌
。
謂
之
老
紗
。
至
以
寓
貰
唯
易
一
餅
。
民
力
困
端
。
闘
用
匿
乏
。
営
矯
監
戒
。

今
印
池
交
紗
。
宜
不
過
鳶
錠
。
従
之
。
]
を
讃
み
、
元
史
食
貨
志
に
於
防
る
歳
印
紗
数
を
見
る
時
、
思
ひ
半
ば
に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る

で
あ

h
う。

た
ほ
一
疋
史
食
貨
志
を
読
む
と
、
中
統
の
始
に
、
『
又
以
文
綾
織
錫
中
統
銀
貨
。

共
等
有
五
。

日
一
両
一
一
雨
一
二
一
向
五
雨
十
雨
。
毎
一

雨
同
白
銀
一
雨
。
而
銀
貨
蓋
未
及
行
云
o
』
ー
と
あ
る
。
と
れ
は
銀
貨
の
先
換
雰
を
織
物
で
諮
っ
た
一
も
の
で
紙
幣
で
た
〈
て
言
は
ど
布
幣

で
あ
る
が
こ
の
『
銀
貨
蓋
未
及
行
』
の
銀
貨
が
、
F

止
綾
織
を
以
て
ぜ
る
と
の
布
幣
た
る
中
統
銀
貨
を
指
す
の
で
な
〈
て
免
換
の
艶
象

た
る
銀
貨
と
ナ
れ
ば
こ
の
A
A
換
朱
は
不
換
布
幣
で
あ
る
。
そ
し
て
私
の
己

L
に
面
白
〈
感
や
る
の
は
、
思
ム
に
紙
幣
は
貨
幣
が
そ
れ

元
史
食
貸
志
に
見
は
れ
た
"
。
貨
幣
思
想

第
五
十
一
審

一

第
三
擁

豆王
七

新克史、巻之七回、志第四寸一、食貨志七、妙法。
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兎
史
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
審

同

第
三
雄

三五
月、

自
ち
を
素
材
慣
値
上
り
解
放
す
る
純
化
過
程
。
極
限
と
見
る
な
ら
ば
か
〈
の
如
昔
布
幣
は
論
理
的
に
は
紙
幣
に
先
行
寸
ペ
き
筈
で
あ

る
の
に
却
て
祇
幣
に
後
行
す
る
の
は
査
し
続
幣
の
耐
久
性
を
欠
ぐ
と
一
五
ふ
快
陥
を
克
服
す
る
た
め
で
あ
ら
号
が
、

E

O
快
陥
を
克
服

し
て
一
歩
前
進
す
る
己
と
は
論
理
的
に
は
一
歩
後
退
の
道
を
た

E
る
己
と
を
意
味
す
る
と
云
ム
己
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
と
も

か
〈
も
、
支
那
に
於
て
先
に
前
漢
の
武
帝
の
時
に
皮
幣
を
見
今
ま
た
布
幣
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
見
る
己
主
は
軟
貨
史
上
特
筆
大
書

に
値
ナ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

先
に
引
け
る
ご
と
〈
、
元
史
食
貨
志
に
記
し
て
、
「
元
之
交
紗
費
紗
ロ
雄
皆
以
銭
嬬
文
。
而
鈍
則
弗
之
錯
也
。
』
と
あ
る
位
で
兎
の

貨
幣
制
度
は
紙
幣
本
位
を
思
は
し
め
る
が
、
然
し
、
成
周
D
昔
九
府
国
法
に
始
ま
る
と
稽
せ
ら
れ
、
歴
代
未
だ
嘗
て
慶
せ
ぎ
る
銭
を

元
忙
於
て
の
み
全
然
廃
ず
る
こ
と
は
流
石
に
困
難
と
見
え
、

b
れ
わ
れ
は
元
史
食
貨
士
山
に
『
武
宗
五
犬
コ
一
年
。
初
行
銭
法
。
立
資
園

院
。
泉
貨
盤
。
以
領
之
。
共
銭
臼
至
犬
活
費
者
。

一
文
準
至
大
銀
紗
一
堂
。
回
大
元
通
費
者
。

一
丈
準
至
犬
通
費
銭
一
十
女
。
歴
代

銅
銭
。
悉
依
古
例
。
奥
至
大
銭
通
用
。
共
蛍
五
営
一
ユ
折
一
一
。
並
以
奮
数
用
之
。
』
と
あ
る
を
讃
む
己
と
が
で
き
る
。

然
し
在
が
ら
、
そ
れ
も
し
ば
し
、
や
が
て
、
『
明
年
。
仁
宗
復
下
詔
。

以
鼓
錫
弗
給
。
新
蕎
費
用
。
共
弊
滋
甚
。
興
銀
紗
皆
陵
不

行
。
所
立
院
監
亦
皆
罷
草
。
而
専
用
至
元
中
統
紗
云
。
』
と
取
り
止
め
の
運
命
に
陥
り
元
の
世
は
紗
に
の
み
依
る
E
と
忙
左
る
。

そ
し
て
そ
白
原
因
は
上
掲
せ
る
と
己
ろ
よ
り
容
易
に
推
定
し
得
る
が
如
〈
銅
の
不
足
に
あ
る
。
そ
し
て
平
一
れ
は
私
の
見
る
と
と
る

に
土
れ
ば
、
支
那
の
貨
幣
史
を
貫
〈
一
大
特
徴
で
あ
る
。
品
慌
て
そ
れ
は
、
何
時
の
時
代
に
も
存
す
る
事
情
で
、
歴
代
E
れ
が
克
服
に

努
め
て
幾
多
白
政
策
が
生
れ
そ
己
に
多
彩
た
る
貨
幣
思
想
白
護
展
を
見
る
に
亘
る
と
と
は
、
唐
宋
金
の
食
貨
士
山
の
わ
れ
わ
れ
に
示
す



ム
」
己
ろ
で
あ
る
の
に
、
一
瓦
忙
あ
り
て
は
、
そ
う
な
ら
・
干
し
て
、
と
白
悶
難
比
遁
ふ
干
直
作
銭
を
駿
止
し
て
紙
幣
制
を
ム
」
う
で
ゐ

Z
の

は

l
t少
〈
'
P
一
も
元
史
食
貨
志
に
闘
す
る
限
り

1
i何
と
云
つ
で
も
淋
し
い
己
と
で
る
り
、
前
謹
せ
る
貨
幣
数
量
設
の
思
想
の
後
展

を
見
な
か
っ
た
と
と
r
h

あ
は
せ
て
元
代
貨
幣
思
畑
加
の
震
に
惜
し
い
気
が
す
る
。

叉
鏡
は
後
、
至
正
十
一
年
に
も
行
は
れ
た
己
と
、
元
史
食
貨
志
に
、
『
十
一
年
。
置
費
泉
提
曲
事
司
。

掌
鼓
信
至
正
通
費
銭
。

印
治

交
妙
。

令
民
開
通
用
。
』
と
あ
る
竿
よ
り
て
知
る
と
と
が
で
き
る
。
然
し
そ
と
に
成
り
立
つ
貨
幣
思
想
は
突
白
紗
と
鑓
の
閥
係
の
上

に
成
り
立
つ
も
の
に
外
た
ら
向
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
節
を
改
め
て
考
察
し
上
う
と
す
る
と
Z
ろ
で
あ
る
h
ら
そ
こ
に
譲
る
。

四

泥
臭
食
貨
士
山
に
見
は
れ
た
る
貨
幣
思
想
は
、
そ
の
紗
田
上
に
成
り
立
つ
モ
れ
に
於
て
は
畠
然
展
開
す
ペ
昔
数
量
説
の
思
想
が
展
開

せ
ら
れ
や
'
、
銭
の
上
に
成
り
立
つ
モ
れ
に
於
て
は
、
ま
さ
に
論
ぜ
ら
る
べ
き
貨
幣
素
材
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
宇
L
て
止
み
、
わ
れ
b

れ
を
し
て
蒋
た
寂
実
の
情
を
か
己
た
し
む
る
も
の
が
あ
る
の
を
否
み
得
泣
い
が
、
紗
と
銭
白
闘
係
の
上
に
成
り
立
つ
そ
れ
に
於
て
は

丞
相
托
克
托
(
肱
股
)
の
下
に
武
藤
、
健
哲
篤
並
に
昂
忠
誠
の
論
争

E
惹
起
し
、
途
に
詔
勅
の
下
る
を
見
る
に
至
担
、
そ
の
各
の
議
論

乃
至
詔
勅
の
中
に
わ
れ
b
れ
は
乙
の
問
題
に
闘
す
る
思
怨
の
活
波
及
る
展
開
を
見
る
E
と
が
で
曹
る
。

思
ふ
に
凡
モ
一
疋
の
一
幣
制
は
既
に
見
た
る
と
E
ろ
に
止
り
て
明
か
な
る
が
如
〈
、
大
韓
紙
幣
本
位
で
あ
り
鈴
は
不
換
紙
幣
で
あ
る
と

云
へ
る
白
で
あ
る
が
、
賓
は
そ
れ
は
、
始
め
か
ら
そ
れ
を
め
ざ
し
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
た
ぐ
、
紗
は
銭
の
先
換
券
の
筈
で

あ
っ
た
の
が
、
銭
が
鼓
鋳
せ
ら
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
潟
に
遂
に
そ
の
様
怠
結
果
に
陥
っ
た
と
解
す
べ
き
E
と
は
、
先
に
も
引
い
た

如
〈
元
史
食
貸
士
山
に
も
↓
元
之
交
紗
賓
妙
。
雄
皆
以
銭
鴻
文
。
而
銭
則
弗
之
錯
也
。
』
と
あ
る
に
上
り
で
も
こ
れ
を
知
る
E
と
が
で
き

元
史
金
貸
志
に
見
ほ
れ
た
る
貸
幣
思
想

第
五
十
一
巻

五

第

掠

ヨ五

九



元
史
食
賀
高
に
見
は
札
た
る
貨
幣
思
想

第
五
寸
一
巻

ムノ、

第
三
擁

六
O 

る
と
忠
ふ
。
然
る
に
紗
が
不
換
紙
幣
と
た
る
と
、
特
に
酷
褒
を
つ
6
h

し
む
の
要
あ
る
と
と
は
論
議
の
飴
地
を
越
さ
白
と
謂
は
ね
ば
な

ら
ね
。
そ
己
で
元
の
矯
政
者
が
深
ぐ
と
の
賄
に
意
を
用
ひ
た
己
と
は
察
す
る
に
難
〈
た
い
と
こ
ろ
で
、
大
定
の
世
と
の
紙
幣
本
位
制

の
紗
が
と
も
角
も
行
は
れ
得
た
と
と
は
そ
れ
を
読
す
る
も
の
と
公
べ
よ
う
。
然
し
妙
は
世
刷
費
も
困
る
が
、
不
足
も
矢
張
り
困
る
。
蓋

し
、
そ
の
揚
合
に
は
所
謂
金
融
梗
塞
、
流
通
阻
墾
が
起
り
民
衆
の
不
使
を
生
宇
る
乙
と
論
や
る
ま
で
も
友
い
と
と
ろ
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
椛
殺
を
つ
h
a

し
む
と
共
に
そ
の
不
足
を
来
さ
血
E
と
に
つ
と
め
ね
ば
た
ら
ぬ
。
そ
と
に
昏
紗
の
引
換
乃
至
少
々
破
損

し
た
交
紗
で
も
金
額
が
明
瞭
な
る
限
り
は
己
れ
が
使
用
を
強
制
す
る
と
-I
ふ
政
策
も
生
ま
れ
る
諜
で
、
一
冗
史
食
貨
志
忙
「
凡
紗
之
昏

欄
者
。
至
元
二
年
。
委
官
就
紗
庫
。
以
新
紗
倒
換
。

-
共
貫
伯
分
明
徴
有
破
損
者
。
並
令
行
用
。
達
者
罪
之
。
』
と
あ
る
所
以
で

あ
ら
う
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
然
し
な
が
ら
紙
幣
本
位
。
下
に
於
て
統
裂
を
つ
h
し
む
と
同
時
に
、
そ
れ
を
し
て
流
通
量
を
市
場

。
需
要
忙
遮
臨
せ
し
む
る
と
と
は
岡
難
で
あ
る
。
少
〈
と
も
金
本
位
制
の
下
に
於
け
る
自
由
銭
也
、
自
由
党
換
の
場
合
に
於
け
る
が

如
〈
、
闘
滑
油
切
な
る
を
得
難
い
E
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
と
で
乙
の
紙
幣
本
位
の
紗
に
右
の
金
本
位
制
白
妙
味
を
加
味
す
る
政
策

が
E

ど
ら
れ
る
と
す
れ
ば
そ
の
思
想
は
、
今
日
よ
り
見
て
ま
己
と
に
す
ぐ
れ
た
る
貨
幣
思
想
と
推
賞
す
る
に
足
る
と
思
ふ
の
で
あ
る

が
、
氾
史
食
貨
志

κ↓
中
統
之
初
。
随
路
設
立
官
庫
貿
易
金
銀
。
平
準
妙
法
。
勾
花
銀
一
一
刷
。
入
庫
共
債
至
一
一
ん
紗
二
賞
。
出
庫
二
貰

五
分
。
赤
金
一
雨
。
入
庫
二
十
賞
。
出
庫
二
十
賞
五
百
文
。
』
と
あ
る
は
ま
さ
に
そ
の
す
ぐ
れ
た
る
貨
幣
思
想
に
外
た
ら
ぬ
。
論
者
或

は
一
正
の
営
局
者
は
そ
と
ま
で
考
へ
た
の
で
は
な
〈
て
、
唯
紗
の
領
値
の
平
準
の
矯
に
行
へ
る
に
す
ぎ
ぬ
と
云
は
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、

償
値
の
平
準
は
需
要
供
給
自
適
正
友
る
調
和
馳
に
於
て
確
保
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
を
知
ら
心
ば
た
ら
血
。

然
し
た
が
ら
紗
の
滋
裂
を
つ
L
し
む
の
政
策
は
そ
の
流
通
量
の
減
少
を
招
来
し
が
ち
で
あ
る
と
正
を
否
め
ね
。
か
ぐ
て
至
正
年
間



に
入
る
と
妙
の
流
通
量
が
減
少
し
、
従
て
そ
の
聞
に
儲
紗
が
続
出
し
て
通
貨
界
に
混
乱
を
惹
起
す
る
と
と
と
危
り
、
と
乙
に
先
述
の

如
く
、
武
藤
が
建
言
し
て
、
『
妙
法
。
自
世
租
時
己
行
之
。
後
除
接
支
料
本
倒
易
昏
紗
以
布
天
下
外
。
有
合
支
名
目
於
費
紗
繍
庫
料

紗
騨
様
。
所
以
紗
法
疏
通
民
受
其
利
。
比
年
以
来
。
穴
祖
宗
元
行
軌
跡
訟
本
意
。
不
奥
脚
掻
。
故
民
閥
抗
轄
者
少
。
致
傷
紗
滋
多
。
』
と

一ヲロム
D
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
紗
の
不
足
を
匡
執
す
る
E
と
は
で
き
て
も
、
統
磁
の
危
険
を
包
蔵
せ
む
と
一
五
へ
ね
恥
け
で
あ
る

が
、
次
い
で
丞
相
托
克
托
が
至
疋
十
年
交
紗
を
更
改
せ
ん
と
し
て
議
主
開
ぐ
や
武
般
と
慢
汚
篤
は
倶
に
そ
れ
に
賛
成
し
、
同
国
哲
篤
は

「
更
紗
法
。
以
橋
幣
一
昨
且
文
。
省
権
鏑
銭
一
千
文
。
鴻
母
。
而
錨
矯
子
。
』
と
一
一
一
ロ
ム
て
ゐ
る
ロ
そ
し
て
そ
れ
は
私
の
見
る
ん
↓
乙
ろ
に
工

れ
ば
、
紗
を
主
鰹
と
す
る
幣
制
の
下
に
在
り
て
紗
一
貫
は
印
銭
一
千
丈
と
そ
の
比
債
を
法
定
し
、
銭
を
納
れ
て
紗
を
受
〈
る
を
得
る

と
と
も
に
叉
紗
を
納
め
て
銭
を
受
け
取
り
得
る
仕
組
に
し
て
よ
り
て
以
て
紗
の
流
通
額
を
市
場
の
需
要
に
適
合
せ
し
め
む
と

k
E計

る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
と
に
於
て
は
先
の
中
統
の
制
と
原
理
を
同
じ
く
す
る
思
想
と
云
ふ
己
と
が
で
き
る
と
思
ム
。

た
だ
前
者
に
あ
り
で
は
紙
幣
が
そ
の
表
示
せ
ぎ
る
金
銀
と
交
流
す
る
の
に
針
し
、
後
者
に
あ
り
で
は
紙
幣
が
そ
の
表
示
す
る
銭
と

交
流
す
る
と
と
に
な
り
、
従
て
今
日
の
所
謂
完
全
な
る
金
本
位
制
に
於
け
る
金
に
置
き
換
へ
る
に
銅
を
以
て
せ
る
も
の
に
外
注
ら
ぬ

と
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
そ
れ
に
於
て
紗
を
母
と
し
、
銭
を
子
と
す
る
と
と
は
い
さ
さ
か
無
理
に
し
て
、
彼
等
の
政

策
に
買
向
か
ら
反
針
寸
る
日
忠
誠
が
、
こ
れ
を
評
し
て
、
「
中
統
一
全
一
花
自
有
母
子
。
上
料
鵠
母
。

下
料
漏
子
。

北
之
建
達
人
乞
養
浅

人
矯
子
。
是
終
偽
漢
人
之
子
而
己
。
資
布
故
紙
偽
父
而
以
銅
銭
過
房
兇
子
者
乎
』
と
言
っ
た
の
は
無
理
か
ら
白
衣
第
で
あ
る
と
も
考

へ
ら
れ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
呂
忠
誠
が
更
に
と
れ
に
封
し
て
↓
銭
紗
用
法
。
以
虚
換
賓
。
共
致
一
也
。
今
歴
代
銭
及
至
玉
鏡
中
統
紗
及
至
元
紗

一
克
典
食
貨
志
に
見
ほ
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
巻
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党
虫
食
費
志
に
見
は
払
た
る
貨
僻
思
想

第
五
十
一
巻
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第
三
説
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交
紗
。
分
矯
五
項
。
若
下
民
知
之
。
減
共
賃
而
棄
共
虚
。
恐
非
園
之
利
也
。
」
と
言
へ
る
を
諌
む
と
き
は
b
れ
b
れ
は
Z

リ
ザ
』
ス
女

主
の
前
に
「
悪
質
は
良
貨
を
駆
逐
す
」
と
奏
せ
る
グ
レ

1
V
T
ム
を
想
越
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
弐
第
で
あ
り
、
武
甜
酬
が
「
至
元
紗
多
傷
。

故
更
之
爾
』
と
主
張
せ
る
に
針
し
て
臼
忠
誠
が
、
『
至
元
紗
非
傷
。
人
潟
偽
闘
。
交
紗
若
出
。
亦
有
儒
者
実
。
且
至
一
冗
紗
猫
故
戚
也
。

出
来
之
室
稚
皆
識
之
主
人
。
交
砂
猫
新
戚
也
。
雌
不
敢
不
親
人
未
識
也
c

共
儒
反
品
拙
多
爾
』
と
言
へ
る
言
に
は
貨
幣
慣
値
に
於
け
る
信
用

の
意
義
を
示
唆
す
る
と
と
ろ
も
あ
り
、
味
ふ
べ
き
も
の
が
あ
る
己
と
を
認
む
る
に
客
で
は
た
い
が
、
然
し
た
が
ら
、

L
か
も
た
段
、

武
牒
や
同
四
哲
篤
に
於
け
る
貨
幣
思
想
を
よ
く
理
解
す
る
を
得
ざ
る
彼
の
頭
を
措
し
ま
ざ
る
を
得
ぬ
。
況
や
彼
が
進
ん
で
寸
況
組
宗
成

憲
。
置
可
桓
改
』
と
言
ひ
、
そ
れ
に
射
し
て
倶
哲
篤
が
、
『
阻
宗
法
。
弊
亦
可
改
尖
。
』

と
一
三
口
ふ
や
、
忠
誠
が
己
れ
に
針
し
て
、
『
放

輩
更
法
。
叉
欲
上
認
世
皇
。

口
正
汝
叉
欲
興
世
皇
争
高
下
也
。

且
白
世
皇
以
来
諸
帝
皆
説
日
孝
。

改
共
成
意
可
謂
孝
乎
o
』
と
か
ら

む
に
五
つ
て
は

E
ん
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
と
の
様
た
論
法
を
用
ゐ
る
も
の
は
濁
り
一
万
の
玄
正
年
聞
の
日
忠
誠
に
限
ら
ぬ
土
う
で
あ

る
が
、
か
〈
の
如
き
理
篇
白
矯
に
引
き
出
さ
れ
た
る
位
示
一
帝
や
成
憲
E
モ
ひ
い
き
の
引
倒
し
で
、
続
て
不
敬
の
賄
工
り
一
古
へ
ぽ
軽
々

し
〈
財
皇
ゃ
、
成
憲
を
引
き
出
す
呂
忠
誠
の
方
が
責
め
ら
れ
ね
ば
友
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
況
や
既
に
述
べ
た
る
と
こ
ろ
よ
り

L
て
も
又
後
に
引
〈
詔
勅
に
よ
り
て
も
知
れ
る
如
〈
、
世
胞
の
政
策
に
於
て
は
鋭
紗
交
流
白
意
闘
が
あ
り
、
只
そ
れ
が
賓
現
を
見
た

か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
従
て
侠
哲
篤
等
の
議
は
却
て
祖
宗
の
遺
志
を
完
成
す
る
も
の
と
も
一
五
へ
る
に
於
て
訟
や
。
さ
ら
に
況
や
呂
思

誠
は
、
武
緋
が
、
『
銭
紗
綾
行
。
」
を
提
議
す
る
や
、
己
れ

ι謝
し
て
「
銭
砂
品
現
行
軽
重
不
倫
。
何
者
震
母
何
者
溺
子
』
と
反
問
せ
る

は
ま
だ
言
葉
の
上
白
揚
げ
足
り
に
過
ぎ
ね
と
許
し
て
も
、
更
に
頼
砂
て
、
「
汝
不
通
古
今
。

遺
器
時
十
一
説
。
何
足
以
行
。
徒
以
口
壬
口
取

煽
大
臣
。
可
乎
』
と
罵
倒
す
る
に
至
つ
て
は
論
外
で
あ
り
¥
途
に
俣
哲
篤
が
、
『
我
等
策
翫
不
可
行
。
公
有
何
策
』
と
つ
め
よ
ら
る
h



に
及
ん
で
は
、
『
我
有
三
字
策
。
日
行
不
得
。
行
不
得
。
』
と
言
び
.
た
ほ
話
を
つ
い
で
ま
た
寸
↓
斌
相
勿
諒
此
言
。
如
向
日
開
金
口
河
。

成
則
師
功
汝
等
。
不
成
則
蹄
罪
丞
相
突
』
と
言
ふ
て
ゐ
る
が
ご
と
き
を
讃
む
時
は
、
元
史
食
貨
志
は
武
藤
キ
僕
哲
篤
に
就
い
て
は
、

「
悔
哲
篤
及
武
成
。
倶
歓
迎
合
丞
相
之
意
」
と
誌
し
、
日
忠
誠
に
就
い
て
は
、
そ
の
惚
哲
篤
の
議
の
後
民
『
衆
人
皆
唯
峰
。
不
敢
出
一

語
。
惟
集
賢
大
事
土
粂
園
子
祭
酒
呂
忠
誠
狗
奮
然
日
』
と
記
し
、
武
藤
、
健
折
口
篤
等
に
謝
す
る
上
り
も
、
む
し
ろ
呂
忠
誠
に
劃
し
て

好
意
を
抱
〈
も
0

0
如
〈
に
見
ゆ
る
も
、
貨
幣
思
想
土
上
り
論
下
れ
ば
呂
忠
誠
は
武
旗
や
慢
哲
篤
に
封
し
て
一
審
を
轍
ず
る
と
云
ふ

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

己
の
論
戦
の
結
果
は
途
に
更
紗
の
議
が
定
ま
り
、
失
白
詔
が
下
る
こ
と
と
た
る
。
臼
〈
、

『
股
問
。
帝
王
之
治
。
図
時
制
宜
。
損

戸
北
之
方
。
在
乎
通
愛
。
惟
我
世
組
皇
帝
建
元
之
初
。
頒
行
中
統
交
紗
。

以
錫
震
文
。

難
鼓
銭
之
規
未
建
。

而
銭
幣
乗
行
之
意
己

具
。
販
後
印
浩
至
元
賓
紗
。
以
一
営
五
。
名
目
子
母
相
構
。
而
銭
寅
未
用
。
歴
歳
滋
久
。
紗
法
偏
虚
。
物
債
騰
勝
。
姦
悌
日
腕
。

民
用
匿
乏
。
愛
掬
廷
臣
。
博
采
輿
論
。
食
謂
越
弊
。
必
合
更
張
。
共
以
中
統
交
紗
一
貫
女
。
省
棒
鋼
鎌
一
干
支
。
准
至
元
費
紗
二

貫
。
何
時
埼
玉
正
遁
賓
銭
。
興
歴
代
銅
銭
並
用
。

以
寅
紗
法
。

至
元
費
紗
通
行
如
故
。

子
世
相
権
。
新
奮
相
済
。
上
副
世
組
立
法

之
一
初
意
。
』
そ
し
て
右
の
詔
は
上
遁
の
武
牒
や
俣
哲
篤
の
更
紗
O
議
E
寅
行
す
る
鴻
O
理
由
附
け
を
矯
す
も
四
で
、
そ
の
意
味
は
既

に
述
べ
た
と
E
る
よ
り
し
て
容
易
に
理
解
し
得
る
と
E

b
で
改
め
て
説
明
を
加
ふ
る
に
も
及
ぶ
ま
い
と
思
ム
。

か
〈
て
更
紗
は
貫
施
せ
ら
れ
、
従
て
『
十
一
年
置
貿
泉
提
砲
事
司
。
掌
設
暗
闇
至
正
通
費
銭
印
治
交
紗
。
令
民
開
通
用
。
』
と
と
に
た

り、

E

E
に
紗
の
流
通
量
は
ま
さ
に
祉
舎
の
必
要
を
反
映
充
足
し
、
金
融
の
圃
滑
が
期
せ
ら
れ
る
と
と
に
な
る
は
中
で
怠
け
れ
ば
た

ら
ね
。

元
曳
食
貨
志
に
見
は
恥
た
あ
貨
幣
思
想

第
五
十
一
巻

= 

九

第
三
揖
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元
虫
食
貨
志
に
見
は
れ
た
あ
貨
幣
思
想

然
る
に
そ
の
結
果
は
『
行
之
未
久
。
物
侵
騰
腸
。
債
途
十
倍
。
」
と
記
せ
ら
れ
る
と
と
に
友
り
、
そ
れ
は
貨
幣
債
値
の
ひ

E
い
下
落

部
五
十
一
巻

=二ニ

O
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六
回

を
従
て
貨
幣
数
量
の
ひ

Z
い
膨
張
を
意
味
し
、
理
論
と
賓
際
が
一
致
せ
ぬ
と
、
と
を
示
す
も
の
で
左
け
れ
ば
左
ち
ね
。
そ
し
て
と
の
事

貴
か
ら
見
れ
ば
、
日
思
誠
が
先
見
の
明
が
あ
っ
た
土
う
で
偉
い
政
治
家
の
如
〈
思
は
れ
る
か
も
知
れ
ね
が
、
訟
は
失
張
り
前
惑
の
見

方
を
鑓
へ
る
の
要
は
左
い
と
思
ふ
。
何
故
か
た
れ
ば
私
は
前
述
の
貨
幣
理
論
と
そ
の
貨
幣
理
論
を
費
際
忙
行
ふ
そ
の
蓮
用
と
は
国
別

さ
る
べ
〈
、
そ
し

τ右
の
失
敗
は
理
論
そ
の
も
の
に
蹄
せ
ら
る
べ
昔
で
危
ぐ
し
て
、
賓
に
運
用
に
蹄
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
信

ゃ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
モ
の
運
用
が
如
何
に
失
敗
し
た
か
は
元
史
食
貨
志
は
こ
れ
を
示
し
て
居
ら
ぬ
か
ら
今
そ
れ
を
知
る
巾
も
左

い
。
そ
う
す
れ
ば
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
宇
失
敗
の
責
任
を
運
用
に
師
す
る
は
い
さ
さ
か
論
理
の
飛
躍
に
あ
ら
宇
や
と
難
ぜ
ら
る
る
や

も
知
れ
ぬ
が
、
岬
惜
し
そ
れ
で
も
向
そ
う
言
ふ
の
は
、
前
漣
の
如
〈
武
藤
や
惚
哲
篤
の
貨
幣
思
想
は
紙
幣
の
必
要
以
上
の
膨
脹
を
不
可

ム
」
せ
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
白
か
ら
で
あ
る
。
何
と
左
れ
ば
、
若
し
紗
が
不
足
し
て
困
る
左
ら
ぽ
、
そ
れ
と
そ
強
行
は
易
々
た
る

筈
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
主
張
せ
巴
干
し
て
、
上
漣
の
如
き
主
張
を
潟
ず
は
何
故
か
'
三
百
へ
ば
賓
に
紗
の
濫
裂
の
弊
を
慮
る
が
故
に
外

在
ら
ぬ
と
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
。
然
ら
ぽ
彼
等
の
政
策
が
有
の
結
果
を
さ
け
る
に
あ
る
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
友
い
の
で
あ
る
か
ら
、
従
て

右
の
結
果
の
責
は
そ
の
理
論
で
た
〈
て
、
そ
の
運
用
に
腕
せ
ら
れ
る
と
考
へ
る
の
が
営
然
で
あ
ら
う
と
息
ふ
か
ら
で
あ
る
。

更
に
元
史
食
貨
士
山
に
上
れ
ば
、
そ
の
時
.
「
又
値
海
内
た
飢
。
軍
備
供
給
賞
賜
稿
弊
。
毎
日
印
語
。
不
可
敢
計
。
舟
車
窓
還
。
紬
蹄

相
接
。
交
料
之
散
涌
人
問
者
。
日
出
底
無
之
。
昏
軟
者
不
復
行
用
。
京
師
料
紗
十
錠
。
易
牛
栗
不
可
得
。
既
而
所
在
郡
膝
骨
以
物
貨
楠

貿
易
。
公
私
所
積
之
紗
。
途
倶
不
行
。
人
規
之
若
弊
情
。
而
岡
朋
由
是
途
乏
卓
八
0

』
と
言
ふ
ふ
う
に
流
石
の
一
一
応
の
紗
の
制
度
も
逢
に
行

者
つ
ま
る
己
と
に
な
る
が
、
然
し
そ
れ
は
『
海
内
大
飢
」
と
言
ム
特
殊
事
情
に
起
因
す
る
が
故
に
武
沸
や
俣
哲
篤
の
貨
幣
思
想
の
責



に
師
せ
ら
る
ペ
雪
で
な
い
と
と
は
も
と
よ
h

り
と
と
b
る
ま
で
も
友
い
と
と
る
で
あ
る
。

た
だ
然
し
左
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
元
史
食
貨
志
の
己
の
記
遁
の
申
に
紗
は
濫
費
白
結
果
そ
の
債
値
が
下
落
し
そ
の
信
用
を
喪
失
し
、

そ
白
潟
に
通
用
せ
ね
己
と
に
な
る
過
程
の
認
識
が
よ
〈
把
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
認
む
る
こ
左
を
忘
れ
て
は
左
ら
ぬ
と
思
ふ
。

五

以
上
私
は
一
苅
史
食
貨
志
に
見
ら
れ
た
る
貨
幣
思
想
を
紗
の
上
に
成
り
立
つ
そ
れ
、
銭
の
上
に
成
り
立
つ
そ
れ
、
及
び
紗
と
銭
と
白

閥
係
の
上
に
成
り
立
つ
そ
れ
に
分
け
て
眺
め
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
暫
ら
く
そ
れ
ら
を
綜
翻
し
て
み
る
に
、
私
は
紗
の
上
に
成
り
立

つ
思
想
に
於
て
は
貨
幣
数
量
説
の
思
想
が
不
充
分
で
あ
り
、
銭
白
上
に
成
り
立
つ
思
想
に
於
て
は
素
材
不
足
に
謝
す
る
考
究
が
不
足

を
告
げ
、
紗
と
銭
と
白
聞
係
白
上
に
成
り
立
つ
思
想
に
於
て
は
そ
の
金
本
位
制
的
機
構
の
認
識
が
賞
讃
に
値
す
る
と
き
が
大
き
た
印

品
現
在
し
で
あ
げ
ら
れ
る
と
思
ふ
。
然
し
左
が
ら
ま
た
捌
て
考
へ
て
見
れ
ば
成
程
前
代
に
於
て
は
銭
荒
に
針
し
て
素
材
た
る
銅
不
足
に

謝
す
る
思
索
が
活
穫
に
行
は
れ
た
け
れ
ど
も
元
に
在
り
で
は
紙
幣
本
位
制
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
別
に
そ
の
必
要
を
見
た
か
っ

た
わ
け
で
、
却
て
紙
幣
本
位
制
と
云
ム
大
昔
た
牧
穫
を
讃
ふ
べ
き
だ
と
も
言
へ
る
。

そ
し
て
そ
の
紙
幣
本
位
制
下
の
紗
に
於
て
は
数
量
設
の
展
開
を
見
向
己
と
が
物
足
ら
ね
と
は
云
ム
・
も
の
の
、
凡
そ
元
に
於
て
始
め

て
紙
幣
本
位
制
の
結
果
を
招
来
す
る
を
得
た
所
以
む
も
の
は
、
寅
に
そ
の
信
用
の
維
持
に
成
功
し
た
か
ら
で
あ
る
と
解
せ
ね
ば
た
ら

歩
、
そ
れ
だ
け
に
元
に
在
り
で
は
そ
の
矯
に
大
た
る
考
慮
が
排
は
れ
た
己
と
は
察
す
る
に
難
か
ら
ざ
る
・
と
こ
ろ
で
、
例
へ
ば
元
史
食

貨
志
に
前
掲
白
如
〈
昏
紗
倒
換
の
事
寅
を
見
又
、
そ
白
外
に
も
『
大
徳
二
年
戸
部
定
昏
妙
。
偽
二
十
五
様
。
」
「
泰
定
四
年
文
定
焚
段

之
所
』
叉
『
設
各
路
平
準
庫
。
主
平
物
債
。
使
相
依
準
。
不
至
低
昂
o
』
「
僑
遁
紗
者
。
魔
死
。
首
台
者
賞
紗
五
錠
。
仰
以
犯
人
家
産
給

元
史
寛
賞
志
に
見
は
札
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
巻

= 

第

腕

六
五



元
良
企
貨
車
に
且
は
れ
た
る
貨
幣
思
想

第
五
十
一
番

= 
一一
第

韓

六
ム
/、

之
。
」
等
と
あ
る
は
そ
の
一
端
を
示
ナ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
前
代
に
も
矢
張
り
行
は
れ
な
か
っ
た
謹
で
は
友
〈
、
一
冗
に
於
で
上

〈
紙
幣
本
位
が
行
は
れ
た
の
は
、
そ
自
信
用
維
持
の
矯
に
は
政
府
が
そ
の
強
行
し
た
紗
に
謝
し
て
土
〈
責
任
を
と
り
、
己
れ
を
会
課

に
於
て
収
納
し
た
己
と
に
る
る
と
と
史
家
白
一
致
す
る
と
乙
ろ
で
あ
る
が
、
文
モ
の
濫
畿
を
つ
L
し
ん
だ
己
と
が
極
め
て
重
要
在
る

黙
で
あ
る
と
と
を
忘
れ
で
は
怠
ら
由
。
そ
し
て
そ
の
濫
裂
を
つ
h
し
む
所
以
の
も
の
は
言
ム
ま
で
も
た
〈
、
紗
の
濫
設
の
結
果
は
紗

の
慣
値
下
落
し
、
そ
の
信
用
喪
失
し
、
そ
の
通
行
が
憲
議
す
る
と
考
叫
た
に
よ
る
と
せ
か
ば
た
ら
由
。
そ
し
て
い
ま
そ
う
考
へ
る
左

ら
ぽ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
と
に
数
量
説
D
思
想
を
見
出
さ
ざ
る
を
得
た
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
元
に
於
て
紗
に
就
い
て
数
量
設
の

認
識
は
不
宏
分
ど
E
る
か
寅
に
立
浪
に
把
握
せ
ら
れ
て
居
た
と
云
は
ね
ば
左
ら
ね
。
前
代
に
於
て
は
数
量
設
は
徒
ら
に
論
議
さ
れ
て

賓
践
さ
れ
た
か
っ
た
の
に
元
に
在
り
で
は
論
議
己
そ
徐
り
さ
れ
た
か
っ
た
が
見
事
に
賓
践
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
数
量
説
。
不
言
質
行

を
見
る
と
去
っ
て
も
よ
い
で
も
あ
ら
う
か
。
然
し
更
に
考
べ

τ見
れ
ば
数
量
説
は
必
や
し
も
不
言
責
行
で
も
た
い
と
も
云
へ
る
。
蓋

し
、
妙
、
と
銭
白
開
係
に
於
て
成
り
立
つ
武
藤
や
傑
和
田
篤
O
思
想
は
私
は
そ
の
金
本
位
制
的
機
構
の
認
識
の
貼
を
稽
揚
す
る
に
念
に
し

て
叉
他
を
顧
る
に
逗
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
寅
に
数
量
設
に
立
脚
す
る
と
も
云
へ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
ら

ば
そ
れ
程
数
量
読
を
堅
持
し
、
濫
裂
を
つ
つ
し
む
元
に
於
て
何
故
そ
白
最
後
に
至
っ
て
濫
費
に
陥
り
粧
稜
を
失
ム
に
ま
で
立
ち
至
つ

た
か
と
云
へ
ば
、
た
と
へ
い
〈
ち
数
量
設
を
堅
持
す
る
も
園
家
の
危
急
存
亡
に
際
し
て
は
、
そ
の
様
友
と
左
は
云
っ
て
居
ら
れ
中
途

に
紗
も
崩
解
し
て
園
と
運
命
を
共

ιじ
た
わ
砂
で
あ
り
、
所
詮
は
園
家
あ
つ
て
の
紗
、
園
破
れ
て
山
河
あ
り
と
は
味
ぜ
ら
れ
で
も
、

園
亡
び
て
紗
あ
り
と
は
考
へ
ち
れ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
へ
注
い
で
あ
ら
う
か
。
(
昭
和
十
五
年
七
月
五
日
)


